
（様式１）

文部科学大臣　殿

　義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第４項に基づき、

下記のとおり施設整備計画を提出します（変更したので提出します）。

１． 施設整備計画の名称

横芝光町公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和５年度～令和７年度（３年間）

横 教 第 １４０ 号

令和６年４月２３日

千葉県山武郡横芝光町長  佐 藤  晴 彦　　　　　

　（　公　印　省　略　）

記

（担当）

横芝光町教育委員会 教育課 総務班

高橋 優太

住所：千葉県山武郡横芝光町宮川11907-2

電話：0479-84-4116



３．施設整備計画の目標

（１）　老朽化対策を図る整備

（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

（３）　教室不足の解消等を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

（様式２）

老朽化が著しく構造上危険な状態にある横芝小学校の校舎（耐力度点数4317点～4486点）及び
屋内運動場（耐力度点数4401点）を改築する。

横芝小学校に太陽光発電を導入する。



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 5 校

中学校 2 校

義務教育学校 校

中等教育学校（前期課程） 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。） 園

幼保連携型認定こども園 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。） 校

教員及び職員のための住宅 戸

学校給食施設 単独校調理場 箇所

共同調理場 1 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 2 箇所

学校武道場 2 箇所

社会体育施設 11 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靭化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）

５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

学校等 学校等

計画名 策定の有無 策定年月日

有 令和3年2月

有 令和3年3月

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標
に基づく評価を実施し、評価結果は町のホームページ等で公表する。



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

横芝小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R5.7～R7.7 6,700 899 2,820,252 522,619 令和5年度 耐力度4317点～4486点、負担金併行

横芝小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R5.7～R7.7 - 1,635 - 770,277 令和6年度 耐力度4317点～4486点、負担金併行

横芝小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R5.7～R7.7 - 1,554 - 731,763 令和7年度 耐力度4317点～4486点、負担金併行

横芝小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 屋 Ｒ R5.7～R7.7 1,300 161 647,415 73,698 令和5年度 耐力度4401点

横芝小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 屋 Ｒ R5.7～R7.7 - 552 - 386,150 令和6年度 耐力度4401点

横芝小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 屋 Ｒ R5.7～R7.7 - 436 - 305,702 令和7年度 耐力度4401点

横芝小学校（Ⅰ期工事） （５） 37 太陽光発電等 - - R5.7～R7.7 10ｋｗ 1ｋｗ 10,000 1,000 令和5年度

横芝小学校（Ⅱ期工事） （５） 37 太陽光発電等 - - R5.7～R7.7 - 1ｋｗ - 863 令和6年度

横芝小学校（Ⅲ期工事） （５） 37 太陽光発電等 - - R5.7～R7.7 - 8ｋｗ - 6,904 令和7年度

計

（参考）負担金事業

横芝小学校 ― 統合（改修） 校 Ｒ R5.7～R7.7 758 300,244 令和5年度

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】

学校等の名称 目標
事業
区分

事業実施
年度
（予定）

備考


